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クリントンの銀行政策

地域社会開発銀行構想の展開

福　光　　　寛

はじめに　　地域社会開発銀行網構想

　１９９２年４月のロサンゼルス「暴動」の結果，この暴動に示された問題をいか

に解決するかは進行中の大統領選挙の大きな争点となっ た。１９９２年９月 ，ビル

　クリントンはロサンゼルスの職業訓練センターで演説を行い，関連する施策

として地域祉会開発銀行網（。ｎ．ｔｗ。。ｋ．ｆ１ＯＯ ．ｏｍｍｕｍｔｙ　ｄ。。。１ｏｐｍ．ｎｔｂ．ｎｋ。）構

想を明らかにした。この構想はその後の議論を経て ，１９９３年７月 ，クリントン

がワシントンで明らかにした地域杜会開発金融機関基金（。ｏｍｍｕｎ１ｔｙｄ．ｖ．１ｏｐ

ｍｅｎｔ丘ｎａｎｃ１ａ１ｍｓｔ１ｔｕｔ１ｏｎｓ　ｆｕｎｄ　ＣＤＦＩＦｕｎｄ）構想につなが った。小稿は当初の

ＣＤＢｓ構想がいかにＣＤＦＩ　Ｆｕｎｄ構想に展開していっ たかを示すことによっ て，

クリントンの銀行政策の狙いと問題点を明らかにしようとするものである 。

　さてロサンゼルス「暴動」に示されたものはとくに黒人層の人種差別への不

満であ ったが，その基本的な解決の鍵は黒人層の経済的地位の向上にある 。そ

してそのためには黒人層が集中して居住しているインナーシテイー（ｉｍ。。。ｉｔｙ

：ＩＣ＝ 都市内部の荒廃地域を指す）における貧困の解消が必要だと考えられる 。貧

困の蓄積は，中産階級層 ・商店などのＩＣからの流出と残されたＩＣの居住条

件の悪化や物理的な荒廃さらに犯罪の多発といっ た悪循環に結ひつくからであ

る（ｃｆ．丁加Ｗ伽〃昭¢ｏ〃 戸０３仁Ｎ〃ゴｏ舳ＺＷ６６是妙Ｅ〃どｏ仏３－１５－９３
，ｐｐ

．６ －７）。 そして

露骨に利益を追求するにせよ ，厳格な融資審査という仮面を被るにせよ ，それ

　　　　　　　　　　　　　　　　（２５３）
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自体は是認される個別銀行の企業活動もごのような悪循環を促進する側面があ

る。 事実，一部の銀行はこのような地域から撤退し，あるいは店舗を引き上げ

ないまでもこのような地域での融資を制限してＩＣの荒廃を促進したのである 。

一部の銀行が問題のロスでいかなる活動をしたかについても若干の「証拠」が

ある 。銀行のこの面での企業活動を評価するものとして地域社会再投資法

（ＣＲＡ）の規定により監督機関が行う格付がある 。４段階評価で最低の格付け

を受ける比率は全国べ 一スでは１％以下である（福光，ｐｐ
．１２－１３；Ａ伽叱舳

Ｂ舳加。， ７－ ２０ －９３
，ｐ

．１８）。 ところがロサンゼルス市の６４の金融機関のうち実に

２０％にあたる１２の機関が，１９９１－９２年の問に最低の格付けを受けているのであ

る（び舳”６似〃舳〃。舳Ｚ厄４〃。。，５－１２－９２
，ｐ

．１０Ｂ）。 なお撤退した銀行に代

わっ てこうした地域での金融サ ービスを提供しているのは小切手換金業者であ

り， 住宅抵当貸付業者など貸金業者である（び８１〉；舳。 ＆Ｗ。〃Ｒ¢。れ，４ －２６ －９３
，

ｐ．
３０）。 これらの業者は銀行に比べ手数料も利子も高い。しかも当該地域での

直接融資を制限した銀行が，たとえば住宅抵当貸付業者には融資をしたりその

債権を買い取ったりして利益を得ているのである（Ｈｕｄ
．ｏｎ，ｐｐ

．１１－１５）。

　既存の銀行への失望は深い。現地の黒人運動のなかからは，白人所有銀行が

黒人への融資に不熱心であるとの不満が聞かれ，融資基金を作ろうとする動き

や黒人銀行に黒人の預金を集めこれを黒人に融資することを目指す動きも現れ

ている（ｃｆ．〃６！〉；伽乃ｒ是丁伽６５，Ｗ６３尾妙Ｒ〃舳，５ －５－９２
，ｐ．１；〃五，５ －２３ －９３

，ｐ
．４）。

こうした動きは杜会からの黒人社会の分離を目指す運動と重なっ ている 。成功

した黒人が白人と同じように都市ゲ ットー（貧困地域）から郊外に流出し，残

された黒人の貧困が解決されないという悪循環から抜け出すには，人種的な団

結により経済的な力のある黒人をむしろゲ ットーに呼び戻す必要があると活動

家は主張している（丁加亙・・〃・刎畑， ７－１０ －９３
，ｐ

．２６）。

　１９９２年９月の演説でクリントンはこのＩＣの貧困問題の解決のために，関係

する先行法である地域社会再投資法（ＣＲＡ）を改訂して銀行を不必要な報告か

ら放免するとともに低所得者 ・経済的後退地域 ・小企業への貸付の増加を促す

こと ，そして政府の支援のもとに地域社会開発銀行（ｃｏｍｍｍ１ｔｙ　ｄｅ．ｅ１ｏｐｍｅｎｔ

　　　　　　　　　　　　　　　　（２５４）
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ｂ．ｎｋ
。： ＣＤＢ。）１００行とそのネ ットワークを創設することを訴えた。同時期のブ

ッシュ＝クエ ールの選挙陣営が，大銀行の利害に沿って大胆な業務分野規制緩

和を通ずる世界クラスの銀行制度の生成を訴えていたのに対し，クリントン＝

ゴアは銀行界のためというよりは優れて国内の経済問題の解決との関係で銀行

に対する規制緩和を取り上げたのである 。クリントンにおける銀行政策は，こ

のように優先度の高い国内政策に従属した，しかしその限りでは重要な政策手

段として位置付けられる 。この９月の演説では，政府はＣＤＢｓの創設につい

て十分な補助金と技術的支援を与えるものとされ，事業予算規模は１億ドルと

された。さらにこの演説では，不必要な形式的報告を減らし融資が実際に増加

したことを示すという形でのＣＲＡの見直しも語られた。加えてＣＤＢｓの新設

に既存銀行が資金面で協力することが既存銀行のＣＲＡ上の責任の一部を満た

すことが指摘され，ＣＤＢｓの創設にＣＲＡの活用が表面に出されていた（。£

ＢｌＷセＢ伽伽ｇＲ砂ｏ〃，１０ －５ －９２
，ｐｐ

．４８０－４８２；Ｂ舳是〃伽ｏｇ舳６〃，ＭａＬ１９９３，ｐ
．８）

　ＣＲＡは連邦の金融監督機関に対して，金融機関からの預金施設の関する申

請の判断において，その金融機関の地域社会のクレジ ットニーズヘの対応を評

価する権限を与えた１９７７年制定の法律である 。ＣＲＡはその後，住民運動が金

融機関から各種の譲歩や便益を引き出す有力な武器となっ ている 。その内容は

１９８９年のＦＩＲＲＥＡにおいて一段と強化された。金融機関は，この法律は遵守

に最もコストのかかる規制であるとして規制の軽減を強く求めている 。クリン

トンは金融機関の要望に反面で応えながら ，ＩＣ問題で新たな施策を示そうと

したのである 。

　この演説と密接な関係にあるのは，やはり１９９２年９月に公刊されたクリント

ン＝ゴアの共著『アメリカ再生のシナリオ』である 。新政権の政策を提示した

この本のなかでＣＤＢｓ網構想とＣＲＡの見直しとはかなり重要な位置を占めて

いる 。ＩＣの信用逼迫（。。。ｄ１ｔ．ｍ．ｈ）を緩和するためにより進歩的あるいは強

力な（ｐ．ｏｇ。。。。ｉｖ．ｏ。。ｔ．ｏｎｇ。。）ＣＲＡを可決せしめることについては６ケ所（原

書ｐｐ．１１－１２，５５，１１４，１４９ －１５０，１６７）で，またＩＣや農村部の低所得の企業家や自

家保有者に小規模貸付を行うＣＤＢｓ網を創設することについては７ケ所（同前

　　　　　　　　　　　　　　　　（２５５）
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ｐｐ
．１１，５５，６６，１１４，１４９，１６６－１６７）で言及が見られる 。ＣＤＢｓのモデルについても

言及があり ，都市部についてはシカゴのサウスシ ョアバンク（ｔｈ．Ｓｏｕｔｈ　Ｓｈｏ．ｅ

Ｂ．ｎｋ．ｆＣｈ１。。ｇ。），農村部については自ら知事を勤めたアーカンソー州のサザ

ン開発銀行会社（出ｅ　Ｓｏｕｔｈｅｍ　Ｄｅｖｅ１ｏｐｍｅｎｔ　Ｂａｎｃｏ．ｐｏｒａｔ１ｏｎ　ｏｆ　Ａｒｋａｎｓａｓ）が挙げ

られた。農村部のモデルがここで指摘されたのは，ＣＤＢｓ構想が単にＩＣの住

宅改修向け融資などだけを念頭に置いた狭い目的の構想なのではなく ，より一

般的に小企業への創業資金の貸付なとをも重要な問題として想定した構想であ

ることを示すためであろう 。それはもちろん選挙選で都市部以外の国民に訴え

る効果を計算したものであろう 。しかしこのこと自体は唐突な問題提起ではな

く， 従来から小企業を通じた雇用の拡大は，地域社会の自立を促すものとして

とらえられておりまた重視されていたのであり ，同時にまた小企業の資金不足

あるいは資金調達手段の不足はかねて改善が問題とされていたことがらであ っ

た（ｃｆＳｔａｎ丘ｅ１ｄ，ｐ１３４８）。

　以上の９２年９月時点での当初のＣＤＢｓ構想の要点は，（１）連邦政府の指導と

支援のもとに相当数のＣＤＢｓを新設すること ，（２）ＣＤＢｓの新設に要する資金

の一部を金融機関に出させるためにＣＲＡの枠組みを使うとともに，金融機関

に対してＣＲＡの負担を軽減する措置をとるという点にあ った。しかしこれら

の考え方は９３年７月のＣＤＦＩ　Ｆｕｎｄ構想ではかなり変化することになる 。

　ところで，小企業への創業資金貸付については，低所得者を対象とする

１， ０００ドル前後の零細貸付（ｍｉ。。。１。。ｎ。）に隈 っての議論であるかどうかが一つ

のポイントである 。こうした零細貸付の活用は第三世界での先例を先進国であ

るアメリカで地域振興に生かそうとするものであるが，このようなコストから

見て引き合わない融資分野は既存の金融機関との競合は生じにくいので政府の

介入は政策として是認されやすいのである 。１９９２年１２月に公刊された民主党中

道派のシンクタンクである進歩的政策研究所（ＰＰＩ）の『変革への提言』は ，

バングラデシュ のグラミン銀行に続いて国内ではサザン開発やサウスシ ョアを

実例として挙げて，都市や地方の貧困地域で進められている零細事業者向け融

資に限定して政府資金援助を提案している（翻訳ｐｐ．３２４ －３２５）。 この提案は

　　　　　　　　　　　　　　　　（２５６）
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ＣＤＢｓのもう一つの側面を示している 。バングラデシュ のグラミン銀行は１９８３

年に設立され零細事業貸付で貧困層の自立を促した実績で国際的に評価されて

いる（文献は本稿末尾）。 しかしサザン開発にせよサウスシ ョアにせよ ，決して

零細貸付が主たる業務ではない。どうもＣＤＢｓの目的は零細貸付だけではな

い。 従来の住宅改善貸付といっ た面だけではなく商工業向け融資にも目を向け

ているが，その範囲は零細貸付から始まるにしても相当な規模まで含まれる 。

　ＣＤＢｓに様々な目的が隠されていることは『アメリカ再生のシナリオ』によ

く示されている 。都市問題，公民権，住宅，小企業，社会福祉と労働，こうし

た様々な項目でＣＤＢｓはあたかも万能の政策であるかのように，政策手段と

して紹介されている 。しかしその最も直接的な目的はやはり都市における銀行

サービスにおける人種差別の問題にあ ったのではないかと私は考えている 。そ

こでここではつぎのような順序で考察を進めたい。まず銀行サ ービスにおける

人種問題についてどのようなことが明らかになっ ているかを紹介したい。そし

てＣＤＢｓ構想が小企業向け融資に着眼していることの意義をこの差別の問題

のなかで位置付けたい。つぎに差別問題に関連して，まず個々の銀行レベルで

の「先進的な」試みを見た上で業界団体のレベルでは先行法であるＣＲＡにコ

ストが掛かりすぎるとして批判が集まっ ていたことを紹介したい。次にこのよ

うな既存銀行との対比においてＣＤＢｓはどのような特色があるのかを検討し

たい。そして最後に当初のＣＤＢｓ構想がＣＤＦＩ　Ｆｍｄ構想に変身を遂げる過程

を検討してクリントンの政策がどのようにまたなぜ変身したかを解明したい 。

１． 銀行サービスと人種差別

　学会や言論界のなかには銀行サ ーピスにおける人種差別の存在を軽く位置付

けようとする者がなお多い。たとえば銀行サ ービスのなかで融資は，人による

判断が必要であるだけに，差別が行われたとの批判を招きやすいのであるが ，

これに対して，できるだけ人種差別以外の信用リスクなどの要因で「融資差

　　　　　　　　　　　　　　　　（２５７）
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別」が生ずる理由を論じようとするものがあとを絶たない。とのような議論が

行われているかを簡単に例示したい 。

　一つは都市問題の学術雑誌『アーハンアフエアースクオータリー』に現れた

ミシガン大学のリチャード ・フラの議論である 。これに対してはテムプル大学

のアン ・シュレーらによっ てすでに長文の反論が出されている。この議論その

ものは統計学的なものであり私はこれを十分評価して紹介できないが，は っき

りしていることはフラは，融資において人種差別を検証しようとした多くの研

究に異議を唱え，それが論争に発展したということである（Ｈｕ１ａ；Ｓｈ１．ｙ．ｎｄ

ｏｔｈ。。。）。 この論争は，議論そのものは統計学的であるが，フラにせよシュレー

にせよこの問題が政治的な論争の種になっ ていることを意識した議論をしてお

り， この問題を冷静に取り上げること自体のむつかしさが判る 。ただこの論争

が根拠にしているＨＭＤＡのデータそのものが，項目の入れ違いなどが極めて

多い（ある調査では要訂正が５０％以上の）欠陥品だと指摘されている（ＡＢ ，

７－ ２３ －９３
，ｐｐ

．１ ，１７）。 また差別の問題というのは，そもそもこうした数的処理に

なじむのか疑問もある 。

　もう一つ。融資における人種差別を明らかにした調査として最近よく引用さ

れるのは１９９２年１０月発表のボストン連銀の調査である 。この調査は結論部で ，

ボストン地区の黒人およびヒスパニッ クに対する融資拒絶率が全く同じ状況の

白人に比べておよそ６０％高いとしたのである（Ｍｍｎ．１１．ｎｄ．ｔｈ。。。
，。ｆ　Ｇ

。。。
ｋｍｄ）。

が， これに対して『フォー ブス』と『ナシ ョナルレビュー』が署名入りコラム

で連銀調査の担当者を名指しで批判し，差別の存在を否定している（ハ。ブ伽
１－ ４－ ９３

，ｐ
．４８；１Ｖ；。〃。舳ＺＲ〃舳，４－１２－９３

，ｐ
．４２）。 批判の中身は，人種による信用

リスクの違いを統計的に評価する場合に，国勢調査の区画による債務不履行率

の違いはその区画の人種構成では説明されないとして，白人と黒人との間に信

用リスクに差はないとしたのはおかしい。白人と黒人における融資拒絶率の差

は銀行側からみた両者の信用リスクの差である 。そして連銀調査は証拠によら

ず信念（。。ｎｖ１．ｔ１．ｎ。）で書いているし ，調査担当者は左翼（１．ｆｔ－ｗｍｇ）だという

のである 。これらのコラムは極めて露骨に差別の存在を否定している 。しかし

　　　　　　　　　　　　　　　　（２５８）
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本当にそう言い切れるのであろうか 。

　『ワシントンポスト』紙は９３年６月に入 ってから３日連続で，首都ワシント

ンについてとくに銀行のサ ービス ，とくに住宅融資における人種差別を分析し

た詳細なレポートを掲載した（ｎ・Ｗ；伽〃惚・・ Ｐ・並，６－６ －９３
，ｐｐ．Ａ１，Ａ２４，Ａ２５；

〃♂，６－７ －９３
，ｐｐ．Ａ１，Ａ８，Ａ９；伽五 ，６ －８ －９３，Ａ１，Ａ１０）。 このレポートを読むと ，銀

行サ ービスにおける差別が表面的な数字だけでは掴めないことがはっきりして

くる 。つぎにこの内容を要約して紹介したい 。

　１＞はっきりしているのは店舗網である 。白人居住地域は黒人居住地域に比べ

て３倍の密度で銀行の店舗がある 。８０年代後半の店舗増設において銀行は白人

居住地域では黒人居住地域に比べて８倍の速さで店舗を増設した。銀行は密度

の格差を助長したのである 。店舗の密度に加えて店舗の中身にも違いがある 。

店舗内の調度品の違いは別にしても ，黒人居住地域では十分な出納員が置かれ

ず窓口はいつも混雑している 。肝心の融資担当者は常任で置かれないこともあ

る。 積極的に黒人居住地域で銀行サ ービスや融資を行うという姿勢ではないの

である 。

　１＞融資差別についての一つの反論は黒人の融資需要そのものが乏しいという

ことだが，この議論にワシントンポストの記事はつぎのように反駁している 。

融資に対する需要はあるが黒人はしばしば融資を拒絶されているのが実態であ

ると 。この融資を担う住宅抵当貸付会社の繁盛ぶりがこの融資需要の存在を証

明している 。黒人居住地域では銀行や貯蓄貸付組合のおよそ２倍を住宅抵当貸

付会社が行 っているが，白人居住地域では住宅抵当貸付会社の貸付市場での比

重は３０％程度である 。

　１＞しかし，住宅抵当貸付会社を通じた借入はかなり金利が高い。これは反面

では住宅抵当貸付会社の資金調達が高利資金に依存しているからだが，もう一

つの面は競争が少ないことを利用して高利を求めるところがあるからであり ，

とくに低所得層から小額貸付について割増手数料を請求していることは見逃せ

ない。住宅抵当貸付会社はさらにＦＨＡやＶＡといっ た政府保証貸付プログラ

ムを通じても低所得の黒人居住地域でのビジネスを増やしている 。こうした政
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府保証貸付では住宅抵当貸付会社は自ら失うところがないゆえに，債務者に弁

済能力に比べて過大な借入を勧め勝ちである 。この結果，せ っかく政府保証貸

付で購入した自宅を債務不履行により失う者が多い 。

　１＞融資が拒絶されるのは信用リスクの結果だという反論もある 。しかしまず

融資申込みに至る前に，つまり数少ない銀行の店舗に入 って融資担当者とよう

やく会えたとしてもつぎのような問題がある 。たとえば事務員の応接の態度が

違うということ 。白人に対する丁寧さや礼儀が黒人には示されないこと 。融資

を暗に断ろうと示唆すること（黒人居住地域の不動産購入を避けるよう勧めたりほ

かの金融機関での借入を示唆するなど）。 融資手続きの書類記入を手伝わないこと

（白人には手伝 っても）。 このようにしてようやく申し込まれた融資が高い率で拒

絶されるのだが，そこにも単純に信用リスクと言い切れない問題がある 。問題

は全く同じ条件の白人は拒絶されず黒人は拒絶されたり ，他の条件は同じでも

黒人居住地域の不動産であるという理由で拒絶されたりする点にある。もちろ

んその理由は信用リスクということになっ ているが，黒人居住地域といっ ても

完全な住宅街になっ ているところも ，また所得階層として中産階級のところも

あるが，それでも銀行融資はしばしば拒絶される 。またこのほか低所得層の問

題としてはつぎのような問題もある 。住宅購入にあた っての頭金（通常１０％）

をどうするか。借入にあた ってはこの頭金が借り入れたものでないことの証明

がいるがその証明は可能か。借入と返済の履歴は偏見なく評価されるか。雇用

の履歴は偏見なく評価されるか 。

　このように融資差別の構造はかなり複雑で，融資申込がどれだけ拒絶されて

いるかという数字だけでは掴めない部分が多いのである 。また融資差別の問題

は， 住宅融資に限らない。ここに来て問題が大きくなっ ているのは企業向け融

資における差別である 。１９８７年の連邦商務省少数民族企業庁の調査では，黒人

所有企業は白人所有企業に比べて融資の承認率が１／３少ないという 。それに加

えて１９９１－９２年はクレジ ットクランチと呼ばれた全体的な信用逼迫があ った

（丁肋Ｗ〃８肋。〃。舳ｏ４２－１９ －９３，ｐＲ７）。 背景には住宅融資の場合にも言われ

ることだが，担保となる資産が少ないことがある 。加えて創業にあた っての貸

　　　　　　　　　　　　　　　　（２６０）
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付の場合は経験の不足が問題になる 。ただ融資差別が問題になるのは，こうし

た一般的にも小企業向け融資の難点として一応の説明がつく場合を越えて，融

資における差別が存在するかどうかであろう 。１９９２年から９３年にかけて黒人所

有中小企業５００社の企業経営者を対象に行われたアンケート調査は，ビジネス

における人種差別を感ずる者が３／４，白人企業に比べて黒人企業は資本調達が

ずっと困難とする者が３／４，また高い利子率を払 っているとする者が２／３，と

する 。こうした黒人企業の資本調達における困難の原因としては，担保の不足 ，

里人の融資担当者の不足，里人がヒシネスセンスに欠けているという世問的理

解が挙がった。そして融資申込がたびたび拒絶されるので，３／４の企業は外部

資本調達そのものを諦めているというのである（〃〆ｐｐ．Ｒ１ ，Ｒ５）。 クリントン

の地域社会開発銀行構想は，少数民族向け融資の問題のなかで十分光が当てら

れてこなか ったこうした企業向け融資の問題にも ，目を向けているものとして

注目されることになっ た（〃ゴ ラｐ．Ｒ１４；。£伽♂ ，１－１９ －９３
，ｐｐ

．Ａ１，Ａ６．）。

　そしてこの企業向け融資の問題の枠内ですでに述べた零細貸付の問題もある 。

零細貸付はそもそもあまりにも小額で（具体的には１０００ドル前後），通常の銀行

融資の対象とならないような貸付であり ，現在は非営利の貸付団体などによっ

て行われていることが多い。クリントンによるＣＲＡの改正は，このような黒

人の経済的自立を促すための活動への銀行の協力を促すという期待をも集めた

のである（ＴＷＰ，５ －６ －９３，ｐｐＡ１Ａ２８，Ａ２９）。

　なおここでは銀行の融資差別を中心に議論しているが銀行以外の機関に差別

の問題がないとは言えない。ミューチ ュアルファンド，保険会社，抵当貸付業

者などがＣＲＡのつぎのター ゲットとなろう（Ｓｔ。。。ｂｉｎ： ＢＭき服，７ －５ －９３
，ｐｐ

６－ ７）。

（２６１）
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２． 銀行の対応とＣＲＡ

　しかし既存の銀行が，差別しか行 っていないという理解も皮相であろう 。例

外であるから報道されると言えばそれまでであるが，いくつかの銀行による低

所得層向け銀行サービス提供プログラムを紹介したい 。

　１９９２年６月にボストンの荒廃した地域であるグローフホールに２３年ぶりに銀

行の支店が開設された。従業員５人はすべて黒人で，開設の宣伝には５人の似

顔絵が使用された。進出したファーストナシ ョナルバンクオブボストン

（ＦＮＢＢ）は，ボストン他のインナーシテイーにこれで１３の店舗を構えることに

なっ た。 これらの店舗で，ＦＮＢＢはファーストステ ップと呼ばれる低所得者

向けのサービスを提供している 。その振出勘定は月の手数料が２ ．５０ドルで顧客

は１０件小切手を無料で振りだせるというもので，社会保証小切手などを直接預

けることもできる 。またその貯蓄勘定は月１ドルの手数料のみで最小預け入れ

額の制限がないというもの。さらにその固定利率抵当貸付は，債務返済の履歴

がなくても借入可能で，しかも低固定利率，低手数料，３０年賦が可能で，頭金

も弾力的に設定するというもの。銀行の広報担当者は，非利益団体からの寄金

と信用を得てこうした事業が可能になっ ているとしている 。

　１９９２年５月のロス「暴動」ではバンクオブアメリカの二つの支店が焼け落ち

たが，これらの支店はトレイラーの上で業務を続け，暴動の影響を受けている

小企業向けに最初の３年問，元本返済あるいは利子支払いを免除する貸付を行

った。もともとインナーシテイーにある同行の支店では，家賃や電気ガス代の

支払いを債務返済歴に使え，通常よりも所得基準を３０％下げられた，また頭金

も５％でいいといっ た抵当融資を扱 っている 。低所得者向けの「限定振出勘

定」は，月それぞれ１０件までは無料で，小切手の換金 ・振出そしてＡＴＭの

３つのサーピスを受けられる（以上はＬｍｔ　ｐｐ５８－５９）。

　ハンチントンナシ ョナルが最近始めたコミュニテイセンタードバンク計画

　　　　　　　　　　　　　　　　（２６２）
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（Ｃｏｍｍｕｍｔｙ　Ｃｅｎｔｅ．ｅｄ　Ｂ．ｎｋｍｇ　Ｐ．ｏｇ。。ｍ）は，インナーシテイの低所得者を対象

にした優遇サ ービスという点では先例と同じであるが，教会を通して顧客を獲

得するという点がユニークである 。地区の住民に銀行は信頼されていないため

に新聞やラジオなど通常の媒体を通じては，地区住民を顧客として動員できな

かっ たというのであるが，信頼獲得の試みとして注目される（Ｌｅｅｃｈ）。 ハンチ

ントンはこの計画を商晶としてほかの銀行にセールスしている 。

　フィラテルフィアでは７つの銀行が参加するテラウエア峡谷抵当貸付計画と

いうプログラムがかねて進行している（以下はＣ・・
ｈ・ｏ による）。１９７０年代半ば

に始められたこのプログラムは，すでに１万５０００の低中所得の家族に２億１８００

万ドルの抵当貸付の実績がある 。この計画の中核は，共通のガイドラインに従

った貸付と ，融資申込拒否の是非を判断する ，各行と第三者とが参加する信用

委員会にある 。まずガイドラインでは，融資対象の所得層と抵当物件のそれぞ

れ上限がまず置かれているが，地域の実状に応じて上限の数値は地域によっ て

異なっ ている 。頭金は５％でもよい。債務返済歴に代えて家賃や電気ガス代の

継続的な支払い記録を用いることができるとか，家賃支払い能力の高さを債務

返済能力の高さとして評価すること（所得に対する債務の比率の高さをある程度容

認すること）なども示されている 。しかし，貸付の金額とか利子とかはすべて

各銀行が個別に判断できることにな っている 。つぎに信用委員会では，融資申

込拒否の理由を検討する 。拒否の理由が問違いないか，融資を承諾できる可能

性はないかなどが検討される 。拒否を判断した銀行に再検討を求めることも ，

出席しているほかの銀行が自行であれば承諾すると表明することもある 。

　このテラウエア峡谷計画は，とくに後段の融資申込拒否の再検討で有名とな

っている 。このデラウエア計画にならっ て， 少数民族向け貸付については，融

資申込を拒否する場合には社内的に十分な再検討を繰り返し，最後には他銀行

も交えた会議で融資の可能性を検討するというプロセスを用意し始めている銀

行は多いとされる 。通常１０％から５０％の融資復活が想定されているが，正式に

拒否するまでに５回チ ェッ クを重ねるケミカルの場合，初回の拒否のうちおよ

そ半数はその後のチ ェッ クで融資が復活すると言われている（ｃｆ．ＡＢ，７ －２７ －９３
，

　　　　　　　　　　　　　　　　（２６３）
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ｐ．
１， ５）。 慎重な再検討により融資差別と非難されないように注意していること

が伺われる 。

　これらの既存銀行の行動とさきほど述べた融資差別の中身を対照すると ，ど

のような行動が必要かについてはすでに十分な検討が一部の銀行では行われて

おり ，実際に行動に移している銀行もあると評価すべきだと言える。しかしそ

れにも係わらず人種差別についての不満が収まらないとすれば，必要なことは

すでに行動に移している銀行については，そのことを社会としてプラスに評価

し， また行動をためらっ ている銀行に対してはそれがその銀行にとっ てマイナ

スになるという社会的な仕組みを作 っていくことであろう 。ＣＲＡによる格付

け制度は，確かにこのような既存の銀行の努力を生み出す上で効果を上げてい

たのである 。既存銀行の活動は自発的な面もあるが法制に促された面も大きい 。

　ただハンチントンナシ ョナルのケースが示すように既存銀行への不信感には

根深いものがある。他方では全米で９６行あるとされる少数民族所有銀行

（ｍｍ。。。ｔｙ　ｂ．ｎｋ。）は慢性的な資金不足にある。これが既存銀行から少数民族所

有銀行への投資が，１９９２年住宅及び地域杜会開発法改正でＣＲＡ上のプラス評

価（ｃ．ｅｄｉｔ）として認められた背景である 。少数民族所有銀行であるボストンバ

ンクオフコマースヘのボストン有力３行の出資，同じくコモンウエルスナシ ョ

ナルバンクヘのネイシ ョンズバンクの投資などはこの改正を受けた動きと言わ

れる 。他方，１９９３年早々 ，ハンクオフアメリカは，ロスで唯一の少数民族所有

銀行であるファウンダースナシ ョナルの優先株１００万ドルを購入する一方，フ

ァウンタースに支店２つを譲渡しているが，こちらは１９９２年，ハンカメがセキ

ュリテイパシフィッ クを合併したことによりロス南部の支店が過剰になっ たこ

とが大きいとも言われている 。既存のＣＤＢｓにもたとえばサウスシ ョァに対

してシカゴの有力３行が出資を行 っている 。こうした活動に対して，ＣＲＡの

上で明確にプラス評価されることを既存の銀行としては望んでいたし法制はこ

うした活動に促進作用があ った（Ｃｏ１ｂｙ；亙。。〃。刎畑， ８－１４－９３，ｐ
．７６）。

　しかしＣＤＢｓを新設しようとする当初のクリントンの構想は，こうした既

存の銀行のＣＲＡを前提とした「努力」とは食い違いを見せた。それは政府の

　　　　　　　　　　　　　　　　（２６４）
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支援による新規の銀行設立となれば既存の銀行との競合を招く側面すらあ った 。

しかし反面では既存の銀行はこの構想により ，自分たちの積極的な活動が

ＣＤＢｓの活動と認定されて政府の補助金が出ることは期待したのである 。

　つぎにＣＲＡの緩和に向けた動きを加速した１９９２年から９３年にかけて続々と

発表された規制に伴い銀行側が負担するコスト問題についてのレポートについ

て述べたい 。

　まず１９９２年夏，アメリカ銀行協会（ＡＢＡ）は，１９９１年について様々な規模の

銀行１０００行を抽出調査した結果として銀行界全体にとっ ての規制遵守 コスト

（ｃｏｍｐ１ｉａｎ。。。ｏ．ｔ）を１０７億ドル（税引前利益の４５％）になるとの推計を発表した
。

このコストには準備金規制や預金保険料負担といったコストは入 っていないし ，

１９９１年のＦＤＩＣＩＡにより追加された規制 コストも含まれていない。その範囲

の規制のなかで，経営責任者や法規遵守スタ ッフが最も時間のかかる規制とし

て， 問題にしたのがＣＲＡであ った（Ａ舶Ｂ伽脇ｇ■。〃舳ムＡｕｇ．１９９２
，ｐ

．１２）。

そして表２－１表は，ＡＢＡ調査での遵守 コストの内容である 。時問の問題を

別にすると会計帳簿上の費用項目に現れるようなコストが問題とされている 。

逆に言えば職員が規制遵守についやす時問をどう計るか，またこの時問をいか

に金銭換算するかがこの調査では大きな問題だと推定できる 。また複数の規制

に一体として対応するのであるから規制ごとのコストの計量は，大変困難だろ

うと判断できる 。また提出する統計の整備に要するコストが大きいのであるが ，

このような統計には経営上のデータとしての側面もあるので，それをすべて規

制コストと考えるべきか疑問もある 。

表２－１　遵守 コストの構成（ＡＢＡ調査，対象１９９１年）

５５％　　問接費用（規制により変更が必要になるハ ードウエアおよびソフトウエアの費用 ：印刷

　　　および郵送費用 ：法規遵守スタ ッフ以外の職員が法規遵守に費やす時問）

１５％　　法規遵守スタ ッフの給与および福利厚生費

１３％　　弁護士やコンサルタントなど外部の専門家への支払い

１Ｏ％　　遵守業務のための職員教育経費

７％　　職員教育教材の経費

（Ｓｏ皿ｃｅ： ＡＢＡ　Ｂ舳是加ｇ／ｏ〃舳ムＡｕｇ
．１９９２

，ｐ
．１２）

（２６５）
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　業界団体のレポートとしては，１９９３年早々に発表された独立銀行家協会

（ＩＢＡＡ）の調査も注目される 。その調査対象は，１９９１年についてコミュニテイ

バンク（地域的に所有経営されているとＩＢＡＡが定義するもの）２６００行である 。そ

の結果から全国９７００行のコミュニテイバンクの遵守 コストが推計された。この

調査は銀行にとっ て負担感の重い１３の規制を事前調査によりまず選び，最後に

この１３の規制についてのコストを推計した。その結果によれば全国のコミュニ

テイバンクのこの１３の規制の遵守 コストは３２億ドル，人員ではフルタイムの２

万２８００人のスタ ッフに相当する 。この調査では１３の規制ごとのコストがそれぞ

れ計算されており ，その結果はＣＲＡが最もコストのかかる規制でそのコスト

は１０億ドルを越えることが明らかになっ た（表２－２）。 なお平均的 コミュニテ

イバンクの資産は４２００万ドル，フルタイムの従業員は２０人であるのに，遵守 コ

ストは１行当たり１７万８０００ドル（税引前利益の２４％），フルタイムスッ フ１ ．５人に

なるとされた（ｃ£１〃吹〃〃Ｂ舳尾仏Ｍａｒ．１９９３，ｐｐ
．２０－２２；ＡＢ，２ －１－ ９３

，ｐ
．４）。

表２－２　遵守 コスト（ＩＢＡＡ調査，対象１９９１年）

３０００万ドル未満

３０００～６５００万

６５００万ドル以上

資産規模別 規制別

１． ２１％（対資産）　ＣｏｍｍｕｍｔｙＲｅｍｖｅｎｓｔｍｅｎｔＡｃｔ 　　１０億ドル
０． ４２　　　　　　　　　Ｔｒｕｔｈ

－ｍ
－Ｌｅｎｄｍｇ　Ａｃｔ（Ｒｅｇ　Ｚ）　　　　５ ，８４

０． ３１　　　　　　　　Ｅｘａｍｈａｔｉｏｎｓ　　　　　　　　　　　　３ ．２６

（Ｓｏｕｒｃｅ： Ａ〃〃７加ｏ〃 。８ｏ〃尾３れ１－ ２７ －９３
，ｐ

．５）

　なお銀行界全体としての遵守 コストの大きさについて，すでに見たように

ＡＢＡの調査は１０７億ドルという数字を示した。連邦金融機関検査会はこれに

対して１９９２年末に，預金保険料を入れないで遵守 コストは１７５億ドルとなると

の数字を発表した（日経１２ －２２－ ９２
，ｐ

．９； 『金融』１９９３年２月号，ｐ．５９）。ＩＢＡＡは
，

１３の規制のみで全商業銀行の負担は１１０億ドルに達するとした。どの数字も１００

億ドルを越えており ，いずれにせよかなり巨額である 。そのなかでＣＲＡがと

くに負担の重い規制として指摘されるようになっ たのである 。

　１９９３年４月には，インデイアナ大学およびウイスコンシン大学のスタ ッフに

よる遵守 コストの調査結果が明らかにされた（表２－３）。 この調査は ，１９９１年

　　　　　　　　　　　　　　　　（２６６）
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に１４の規制ついて，４４５の銀行を対象に行われたものである 。全体としての遵

守コストの負担は税引前利益の１４％弱であるから ，先行する銀行団体の調査に

比べて遵守 コストはそれほど大きくはないとの結論になる 。しかし遵守 コスト

が銀行にとっ て利益圧迫要因であることは疑いないし，一番 コストがかかるの

はＣＲＡで，また規模の小さな銀行に相対的に遵守 コスト負担が重い，とい っ

た業界団体の主張はこの大学調査でも裏付けられることになっ た。

表２－３　遵守 コスト（大学スタ ッフの調査，１９９１年税引前利益に対する％）

資産規模別

最小分類
第二分類

第三分類
最大分類

１７ ．０６％

１２ ，８３

９． ２ユ

１５ ．２６

規　　制　　別

Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　Ｒｅｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ａｃｔ

Ｒｅａｌ　Ｅｓｔａｔｅ　Ｓｅｔｔ１ｅｍｅｎｔ　Ｐｒｏｃｅ ｄｕｒｅｓ　Ａｃｔ

Ｂａｎｋ　Ｓｅｃｒｅｃｙ　Ａｃｔ

１２ｏｔｈｅｒ　ｒｅｇｕ１ａｔｉｏｎｓ

Ｔｏｔａ１

３． ３８％

２， ７０

１， ６４

５． ５８

１３ ．６０

（Ｓｏｕｒｃｅ： Ａ舳６ｒたｏ刀 Ｂｏ刀是６ブ４ －６ －９３
，ｐｐ

．１ ，１４）

　以上のように銀行規制 コストの重さと ，そのなかでのＣＲＡの比重の高さを

強調しながら銀行団体としては，とくにこのＣＲＡについての規制緩和を望ん

でいたのである 。９２年９月の演説でクリントンがＣＲＡについて規制緩和をほ

のめかしたのは，このような銀行団体の要望をにらんでのことである 。しかし

ＣＲＡは住民運動が金融機関から譲歩を引き出す際の有力な武器となっ ており
，

その緩和は住民運動サイドからは許せないことであ った。ただＣＤＢｓを新設

するにあた ってすでに定着しつつあるＣＲＡの枠組みを生かしたいという思い

が当初のクリトンの構想にあ ったことは問違いない。それをＣＲＡの強化に結

びつけるか，あるいは緩和に結び付けるかが問題であ った 。

３． 地域社会開発銀行とは何か

　それではクリントンが敢えて新設を企図した地域社会開発銀行（ＣＤＢ。）と

は一体どのようなものであろうか 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（２６７）
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　低中所得の地域社会への銀行サ ービスの提供を目的とするＣＤＢｓは営利機

関であり銀行として連邦の預金保証も受けているものであ って，先例が４例あ

るとされる 。すでに述べたサウスシ ョア ，サザン開発のほか，ニューヨークの

コミュニテイキャピタルハンク（Ｃｏｍｍｍ１ｔｙＣａｐ１ｔａ１Ｂａｎｋ，Ｂｒｏｏｋ１ｙｎ，ＮＹ）の３

行がよく知られている 。しかし非営利の信用組合のなかには，同様の目的のた

めに創設されたものが３００機関以上あるとされる 。商業銀行の子会社の形で融

資など同様の目的のために創設されたものはおよそ１１０機関，個人や社会団体

から低利の資本の提供を受けて住宅や小企業向け貸付を行う融資基金は４０以上

あるとされる 。これらの類似機関と比較したＣＤＢｓの特色は，それ自体は営

利機関でありながら設立の目的が低中所得の地域社会への銀行サービスの提供

となっ ていること ，親会社の持ち株会社の傘下には，不動産開発会社や融資基

金などがあ ってそれらが一体となっ て業務を行 っているところだという

（Ｃ・・ｇ閉１・舳Ｚ　Ｑ鮒炊り肌・的Ｒ砂・〃，２－６ －９３
，ｐ

．２６１）。 表現を代えるなら ，銀

行サ ーピスを提供したりそのほかの金融関連業務，非営利的な業務まで一体と

して行うが，本体そのものは営利機関として運営される銀行だというところに

特色がある 。非営利の社会福祉機関ではないし，また融資だけに業務を限定し

たものでもないということである（。ｆ．Ｂ舳尾〃舳ｏ８舳。〃，Ｍ．Ｌ１９９３，ｐ
．８）。

　つまり当初のＣＤＢｓ構想は営利目的で経営される銀行を政府の支援によっ

て多数設立するという側面を持っていたことになる 。もちろん顧客層が既存の

銀行とかなり異なっ ていればこのことはただちに問題だとは言えない。だが

ＣＤＢｓは，形式的には既存の銀行と競合する面があるというのが以下の記述の

一応の結論である 。サウスシ ョアそしてサザン開発を例にＣＤＢｓの実態を以

下検討していきたい 。

　サウスシ ョアは時問的に先行しその後のＣＤＢｓがサウスシ ョアをお手本と

したことで有名である 。またシカゴのインナーシテイにあ って，住宅改善貸付

が中心である点が特徴的である（以下の記述はＧ．ｚｙｗｍ．
ｋ１ ，Ｌ．ｅ．ｈ， Ｌｍｔ ，丁加

１Ｖ；６側Ｘｏブ尾丁伽硲１－１８－９３
，ｐｐ．Ｄ１，Ｄ５；び８ハた〃５ ＆Ｗ；ｏｒ〃Ｒ砂ｏブ¢，１－ ２３－９３

，ｐ
．６５；

１…；６０〃ｏ〃２ ゐ¢，２－２７－９３
，Ｐ

．８４）。

　　　　　　　　　　　　　　　　（２６８）
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　１９３９年設立のサウスシ ョアバンクは１９７３年に４人の銀行家によっ て地域社会

を覆う低投資と戦うために買収された。かつて１９５０年代のシカゴのサウスシ ョ

ア周辺は白人の中流階級の住宅地域であ ったが，１９６０年代以降この地域は白人

の流出（ｗｈｉｔ． Ｈｉｇｈｔ）と経済停滞に陥ることになっ た。１９７０年にはアフリカ系

アメリカ人（黒人の歴史的起源を尊重した表現でありこのような表現そのものがリベ

ラルな立場の現れとされる ：宮本，ｐ．１５６）の比重は７０％となっ ていた 。１９７３年に

３２０万ドルで買収された資産４２００万ドルのこの銀行が，前年の１９７２年にこの地

域で行 った抵当貸付は２件５万９０００ドルだけであ った。不動産価格は下落しつ

つあり ，多くの集合住宅は不良集団の集まるところとなりつつあ った。サウス

ショ アバンクは貸付や政府補助金を用いて集合住宅の改修を進め，新規の住宅

賃借人を慎重に選別した。さらに郵便労働者やバス運転手など地域住民に積極

的に住宅購入貸付を行 った。今日 ，サウスシ ョアは様々の所得層の黒人が居住

するにぎやかな地域となっ ており ，不動産価格は上昇しつつある 。今日のサウ

スシ ョアの人口は７万６０００人，アフリカ系アメリカ人の比重は９５％，公的扶助

を受けている人の比率は５分の１とされる 。

　ところでサウスシ ョアバンクの貸付の主体は居住住宅改善貸付である 。これ

はサウスシ ョア周辺が住宅地であるという事情を反映している 。９２年７月時点

の資産２億１２００万ドルのうち貸付は１億５０００万ドル。これはすべて地域貸付で

あるが，利率は通常の利率で割引利率を適用しているわけではない。貸付のう

ち３０％が商業貸付けであるが，残りは住宅の購入あるいは改修を目的とした貸

付， すなわち居住住宅改善貸付である 。サウスシ ョアが購入あるいは改修に関

与したアパートメントは戸数で８０００戸以上，サウスシ ョア周辺の戸数の３分の

１以上に達している 。

　なおサウスシ ョアの経験として貴重であるのは，こうした相対的に貧しい地

域の預金に頼ることの限界である 。零細な預金につきものの頻繁な引き出しは

資金コストを高め，また全体として貸付に十分な資金量を確保することも困難

であ った。そこでサウスシ ョアはｒ開発預金」という預金をセールスし，サウ

スシ ョアの地域外からの資金を積極的に導入している 。今では預金の５５％が地

　　　　　　　　　　　　　　　　（２６９）



　１８　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４２巻 ・第３号）

域外とされその範囲は国内５０州のほか海外にも及んでいる。この開発預金は資

金の使途が地域開発とされるほかは，利率は市場のＣＤ利率とされている 。

ただしわずかに開発預金の７％未満であるが投資家の好意によっ てＣＤ利率

を下回る利率が適用されている部分もある（なお「開発預金」のアイデアは通常の

銀行によっ て模倣されている 。最近，マサチ ューセ ッツのフラ ッグ銀行はそのウーセス

ター 基金を通じて地域社会に貸付ける資金を「社会責任通帳勘定」で集め始め，注目さ

れている 。ｃ£ひ〃伽４８勿肱Ｂ伽加れＡｐｒ．１９９２
，ｐ

．３０）。

　サウスシ ョアの経営上の問題としては，貸付面では住宅貸付に偏り小企業向

け貸付けが十分ではないことである。しかしこれはすでに述べたように，この

地域の住宅地としての特性が大きく影響している 。また預金面では，開発預金

以外の地域小口預金の吸収が十分ではないことである。なお，サウスシ ョアは

兄弟会社として不動産開発会社（Ｃｌｔｙ　Ｌ・ｎｄ・Ｃｏ・ｐ）を保有し，また関連会社と

して，小企業向けの出資や長期貸付を行う投資会杜（Ｔｈ．Ｎ．ｉｇｈｂｏ．ｈ．ｏｄ　Ｆｍｄ）
，

そして政府他から資金を受け入れ低所得者向けの開発金融を行う非営利のプロ

クラム（ＴｈｅＮｅ１ｇｈｂｏｒｈｏｏｄＩｎｓｔ１ｔｕｔｅ）を１９７８年にスタートさせている
。

　サウスシ ョア以外のＣＤＢｓは，このサウスシ ョアの影響を受けているとさ

れる 。アーカンソー州のサザン開発銀行会社は，１９８６年にウインスロープロッ

クフェラー基金の求めにより ，サウスシ ョアが自ら創設したとされる 。また ，

１９９１年にニューヨークのブル ックリンに設立された コミュニテイキャピタルバ

ンクも ，サウスシ ョアをモデルにしたと言われている 。この銀行については設

立から日も浅く情報も少ないが，サウスシ ョアと同じく地域外から市場利率で

導入した預金にかなり依存しながら低所得者向けの住居改善貸付ならびに小企

業向け貸付にすでに７００万ドルの実績を上げていると伝えられる 。

　しかしアーカンソー州にあり ，クリントンがその設立に手を貸したとされ ，

ヒラリー夫人がその役員会に一時席を置いたともされるサザン開発も ，当然な

がら注目されている 。つぎにこのサザン開発について検討したい（以下の記述

はＧｒｚｙｗｍｓ
ｋ１ ，Ｂ伽舳郷Ｗ；６６是，１１－ ３０ －９２，ｐｐ８１－ ８２ ，１Ｂ，Ｊａｎ１９９３，ｐｐ３０－３２）ｏ

　サウスシ ョアがイリノイ州シカゴという人口規模で３００万人を越える大都市

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２７０）
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内部の銀行であるのに，サザン開発はアーカンソー州アーカデルフィアという

人口規模がほぼ１万人の小都市の銀行持ち株会社である 。アーカンソー州の人

口そのものが２００万人強であ ってシカゴ１都市にはるかに及ばない。１９８８年の

金融名鑑によれば，シカゴという大都市のなかでサウスシ ョアは支店数わずか

に２つ，資産順位で４５番目（トッ プのファーストナシ ョナルシテイバンクオブシカ

ゴは全米で１０位の大銀行でサウスシ ョアのおよそ２４０倍の資産を保有）という位置にあ

る。 これに対してサザン開発の商業銀行部門であるエルクホーン銀行は店舗数

は同じく２つだが資産規模ではサウスシ ョアの３分の１程度，しかし反面，地

元のアーカデルフィアでは似通 った規模の地元３行のなかでトッ プの銀行であ

り，
サウスシ ョアとは地元経済に占める立場は異なっ ている（表３ －１）。 なお

サウスシ ョアは１９８８年当時，資産規模でイリノイ州のなかでは１ ，１７１行中１５５位
，

全米では１３ ，６５１行中１ ，９７５位であり ，決して小さい銀行ではない。エルクホー

ンはアーカンソー州において２５８行中９１位，全米では５ ，２２１位であり規模的には

小さい（ｃｆ ，Ｔｈｅ　Ｒａｎｄ　ＭｃＮａ１ｌｙ　Ｂａｎｋｅｒｓ　Ｄ １ｃｔ１ｏｎａｒｙ，１９８８丘ｎａ１ｅｄ１ｔ１ｏｎ，Ｖｏ１１，ｐ１１１３

ｃｆ　Ｍｏｏｄｙ ’ｓ　Ｂａｎｋ＆Ｆｍａｎｃｅ　Ｍａｎｕａ１，各年）。

表３－１　アーカデルフィアの銀行（１９８８年６月３０日現在，単位１０００蛎）

Ｃ１ｔ１ｚｅｎｓ　 Ｆｒｓｔ　 Ｓｔａｔｅ　Ｂａｎｋ 　ｏｆ 　Ａｒｋａｄｅ１ｐｈ
１ａ

Ｅ１ｋ　Ｈｏｍ　Ｂａｎｋ＆Ｔｒｕｓｔ

Ｍｅｒｃｈａｎｔ＆Ｐ１ａｎｔｅｒｓ　ＢＡＮＫ＆Ｔｒｕｓｔ　Ｃｏｍｐａｎｙ

Ａｓｓｅｔｓ

３６ ．１６１

５６ ．２１１

３８ ，１９４

Ｌｏａｎｓ

２３ ．３５９

２１ ．０１２

２０ ，２１２

Ｄｅｐｏｓｉｔｓ

３２ ．８２１

５０ ．５８７

３４ ，７７９

（Ｓｏ１■ｒｃｅ： 丁加Ｒ伽４〃６Ｎｏ伽Ｂ伽加ブ５ Ｄ加ｄｏび，Ｆｉｎａ１１９８８ｅｄ Ｖｏｌ ．１．１９８８
，ｐ

．４３７）

　アーカデルフィアは２つの単科大学を抱える学園都市でもあるが，１９８０年代

後半に賃金の高騰などを嫌 って４つの企業が流出し１０００人以上の雇用が失われ

たとされる 。そのような地域経済の活性化を目的にサザン開発は，１９８６年に組

織され１９８８年に営業を始めた，営利の銀行持ち株会社で，傘下の課税対象営利

部門としては１８８４年設立のエルクホーンハンク（Ｅ１ｋ　Ｈ・ｍＢ・ｎｋ＆Ｔ・ｕ・ｔ）とオ

ポチ ュニテイラントコーポ（Ｏｐｐｏ・ｔｍ・ｔｙＬ・ｎｄ・Ｃｏ・ｐｏ・・廿ｏｎ）がある 。エルクホ

ーンには，ウインスロー プロッ クフェラー基金などが出資を行 っている 。中小

　　　　　　　　　　　　　　　　（２７１）



　２０　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４２巻 ・第３号）

企業局保証貸付，農業貸付，運転資本貸付をも行 っている 。９２年現在の資産規

模は８０００万ドルを越え ，９１年の自己資本利益率は１０ ・６８％とされている 。他方 ，

オポチ ュニテイランドは，居住用そして商業用不動産の購入や改修目的の貸付

を行 っている 。その資本は全額がサザン開発の出資で７５万ドルである 。

　しかしササンは同時に傘下に非課税のアーカンソー 企業集団（Ａ．ｃａｎｓａｓ　Ｅ
ｎ

ｔ。。ｐ．ｉ。。 Ｇ．ｏｕｐ）を抱えている 。アーカンソー 企業集団には，アーカンソー 農村

部に対象企業を絞 ったベンチャーキャピタルであるサザンベンチャー

（Ｓ．ｕｔｈ．ｍ　Ｖ．ｎｔｕ。。。，Ｉｎ。） ，銀行貸付になじまない（ｎ．ｎ　ｂ．ｎｋ．ｂ１。）運転資本や短

期資本の貸付のほか経営会計上のコンサルタント ・教育，さらには市場調査や

販売教育なとをも手掛けるサ ーピス会社アムス（ＡＥＧＭ．ｎｕｆ。。ｔ皿ｍｇ　Ｓ。。ｖ１。。。

ＡＭＳ），そして低所得の主として少数民族あるいは女性の企業家に対する直接

貸付を行うグ ッドフェイス基金（Ｇ。。ｄＦ．ｉｔｈＦｕｎｄ）の三つが加わ っている 。い

ずれも非課税であるが，ササンヘンチャーは営利部門とされ，アムスとク ソト

フェイスは非営利部門とされている 。サザンベンチャーの当初資本は寄贈によ

り１３０万ドルであり ，融資規模は１件あたり５万ドルから２５万ドルとされ，最

近までの融資実績は累計で１２件である 。またアムスの当初資本はやはり寄贈に

より５０万ドルである 。

　このようにサザン開発は明確に二つの側面を持 っている 。一つは主としてそ

の営利部門に示される ，地域開発あるいは中小企業貸付という側面である 。そ

して不動産貸付やベンチャーキャピタルを合わせもつことにより ，商業銀行だ

けでは踏み込めなか った貸付けをサザンは提供しているとされる 。１９８８年に事

業を始めたデビ ッド ・ヘアという企業家は，サザンベンチャー から優先株への

投資の形で３７万５０００ドル，エルクホーンなどから機械購入および運転資本とし

て２２万５０００ドル，オポチ ュニテイランドからは新工場建設のため３２万５０００ドル

の貸付けを受けたと語っている 。事業家にとっ てこのような「寛大な」融資は

歓迎すべきことであろう 。

　他方，非営利部門であるグ ッドフェイス基金はサザン開発のもう一つの側面

である ，低所得の少数民族への貸付を表している 。寄贈された基金の大きさは

　　　　　　　　　　　　　　　　（２７２）
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５０万ドルである 。このプログラムはエルクホーンだけのものではなく ，他のコ

ミュニテイバンクスヘもこのプログラムヘの参加が呼びかけられている 。いく

つかの銀行がグ ッドフェイスの支店経費を補助し，その見返りとして，該当す

る顧客にグ ッドフェイスを紹介する形でプログラムに加わ っている 。この基金

を通ずる貸付けの特色は小額性にあり９１年以降近年の平均で９５２ドルとされ
，

２５０ドル程度の零細貸付も行 っている 。これまでの貸付けの実績は総額で１７万

ドルである 。予想される以上に規模として小さなものであり ，小売店，デイケ

アセンター 裁縫店などの創業費用向け貸付となっ ている 。金額が小さいとは

いえ事業資金としての性格を持つものがほとんどである 。注目されるのは損失

率の高さで２０％から３０％と高率である（構想はバングラデシュ のグラミン銀行と類

似しているがグラミンの場合は返済率は９８％と極めて高い）。 当初貸付額の上限を

５０００トルから１２００トルに下け，２１時間の経営技術取得 コースの事前聴講義務付

けなどの対策がとられた９１年には，損失率は３％にまで劇的に低下している

（９１年の全銀行の貸付金に対する償却率は１ ．５５％であ った）。 いずれにせよこれらの

数字はこの種の貸付けのリスクの高さを示してもいよう 。

　このサザン開発のケースが示すのは，ＣＤＢｓ構想をインナーシテイの再建問

題のなかでも住宅改善融資に問題を絞るのは，実態とかなり違 っているという

ことであろう 。零細な融資も含め中小企業への融資問題，あるいはベンチャー

ビジネスヘの公的支援の問題は地域杜会開発銀行の業務として，少なくとも無

視することはできないであろう 。もちろん農村部にあるからサザンが融資にお

ける人種差別問題と関係が薄いとは言えない。融資における人種差別に取り組

む著名な団体ＡＣＯＲＮ（Ａ・・ｏｃ１ａｔ１ｏｎｏｆＣｏｍｍｕｍｔｙＯ・ｇ・ｍ・・ｔ１ｏｎｆｏ・ Ｒ・ｆｏｍＮｏｗ）

はもともと１９７０年にアーカンソー州リトルロッ クに設立されたものであり ，ク

リントンはこの団体の設立者と面識がある（！Ｖ；〃。舳〃。舳。４７ －１７ －９３，ｐ
．１８２６）。

ただ都市型のサウスシ ョアとは異なり住宅改善融資よりは事業融資に比重が

かなり移 っており ，この面がサザン開発のケースで強調されていると思われ

る。

　このような中小企業融資の問題を正面からＣＤＢｓ構想と結び付けたのは

　　　　　　　　　　　　　　　　（２７３）
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『チャレンジ』９３年３月号に登場したハイマン ・Ｐ ・ミンスキーのその名も

「地域社会開発銀行」と題する論文である。ミンスキーはまず，最近の倒産銀

行の処理が倒産銀行の資産の承継によっ て， 銀行の平均的な資産規模の増加に

つながったこと ，また，州を越えた銀行業務＝州際業務規制緩和の動きも同様

に銀行の資産規模の増加につながったとする 。ところで銀行の自己資本の大き

さは，その銀行がター ゲットとする顧客の規模を規定する側面がある。その結

果， 新規の革新的小企業にとっ ての金融問題は，これに対応する金融機関の減

少によっ て悪化したとする 。そして新規の小ビジネスのための金融が既存の金

融機関によっ て満たされていないところに，ＣＤＢｓを設立する第一の理由を求

めている 。人種差別の問題をあえて出さないとこれを読み込むべきなのか。む

しろＣＤＢｓ構想には中小企業向け融資の側面が色濃くあるとする方が素直で

あるように思える 。当初のＣＤＢｓの多数新設の狙いとして，従来軽視されて

いた低所得層向けの事業融資の担い手作りだという側面は血視できない 。

　９３年２月の議会証言で，コミュニテイキャピタルバンクの責任者は，自分た

ちの通常の貸付は商業銀行とは競争関係にない平均で２万５千から７５万ドルの

問の相対的小規模貸付だと語っている（ＢＭき搬，２－８ －９３
，ｐ

．１６３）。 地元企業向

けの数万ドルから数十万ドルレベルの小規模融資にＣＤＢｓの本領はあるとす

るのだが，しかしそこでＣＤＢｓは既存の銀行と厳しい競合に当面するはずで

ある 。アメリカの銀行の商工業向け貸付は短期貸付が王体であるが，これを融

資金額別に分類した表を検討すると ，金額べ 一スでは１００万ドル以上が貸付の

メインであるが，件数べ 一スでは１０万ドル未満が８割を越えている（表３－２）。

金額的に競合しないのはおそらく零細融資に限った問題ではないか。もちろん

実態的には既存銀行が熱心ではない少数民族や低所得者向け融資などに取り組

むわけであるから競合は，実は少ない。しかし業界団体としては形式的に競合

の可能性のあるＣＤＢｓを多数新設するという当初の政府構想には反対せざる

を得なか ったのである 。またすでに始まっ ている既存の銀行の取り組みを法制

的に支援するような立法措置を期待していたと言えよう 。

（２７４）



　　　　　　クリントンの銀行政策（福光）

表３－２　商工業向け短期貸付（調査期問 ：１９９１年２月４ －８日）

２３

融資金額 固定金利 変動金利
（１０００＄） 融資総額比 融資件数比 融資総額比 融資件数比

１－ ９９ ２． ２％ ８３ ．Ｏ％ ９． ４％ ７８ ．７％

１ＯＯ －４９９ ２． ２ ５． ８ １５ ．５ １５ ．５

５００ －９９９ ユ． ９ １． ５
８． ４

２． ５

１０００ －４９９９ １６ ．８ ３． ８ ２４ ．２ ２． ４

５０００ －９９９９ ２０ ．５ １． ７ ｎ． ９ Ｏ． ４

１００００以上 ５６ ．４ ユ． ６ ３０ ．５ Ｏ． ３

（Ｓｏｕｒｃｅ＝ 亙Ｒ８Ａ舳伽Ｚ ．Ｓ伽三５エゴ０５ Ｄ担５ｆ１９９１，Ｎｏｖ
．１９９２，Ｔａｂ１ｅ１９を加工）

注１ ３４０行の抽出調査による 。抵当貸付や１０００ドル未満貸付は除外されている 。

おわりに　　地域社会開発金融機関基金構想への展開

　１９９３年に入 ってからの地域社会開発銀行（ＣＤＢ。）構想の展開をつぎに検討

したい 。

　９３年１月頃から報道され始めたクリントンの政権移行チームの秘密文書は ，

国立地域社会開発トラスト（Ｎａｔ１ｏｎａ１Ｃｏｍｍｕｎ１ｔｙＤｅｖｅ１ｏｐｍｅｎｔＴ・ｕ・ｔ　ＮＣＤＴ）を

設立し，このＮＣＤＴを通して５年間で連邦予算８億５０００万ドルを投じて出資

や技術指導などを行いＣＤＢｓの円滑なスタートを進める構想を明らかにした 。

なお政府の資金援助１ドルについて各ＣＤＢｓは民間資金２ドルを調達するこ

ととされていた。このトラストから既存の金融機関への資金援助も可能だがそ

れはその金融機関が投資と貸付の大部分を地域社会開発に振り向けている場合

のみ可能とされた 。

　しかしこのかなり大規模な構想はおそらく支出の見直しのなかで９３年２月１７

日の予算提案では，９４年からの４年間の予算規模３億５４００万トルとされ，事業

規模は大幅に圧縮された（・ｆ．〃・Ｎ榊Ｙ；・ブ是乃伽・，１－１８－９３
，ｐｐ．Ｄ１，Ｄ５；ＣＱＷＲ

，

２－ ６－ ９３
，ｐ．２６１；厄６０刀ｏ刎赦， ２－ ２７ －９３

，ｐｐ
．８３－８４；Ｂ伽尾〃ｏ舳ｇ舳閉ｚ，Ｍａｒ．１９９３，ｐｐ

．８ －９）。

　ところで９２年９月の段階に比べて，政権移行チームの段階以降のクリントン

側の提案は，既存の金融機関がどのようにこの構想に参加できるかについて違

　　　　　　　　　　　　　　　　（２７５）
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いを見せている 。一つは，既存の金融機関のなかの地域社会開発に事業目的を

特化したものに限って資金援助をするという厳しい基準を明確にしたというこ

と。 またもう一つは，この構想の実現にＣＲＡを使う考え方が後退したという

ことである 。これは具体的には既存の金融機関がＣＤＢｓに出資するとか預金

をするなどの行為を行うことが，ＣＲＡにおける地域社会への貢献（プラス評

価）にあたると判断するという手法について慎重になっ たということである 。

　銀行界ではすでに既存の金融機関が行っている低所得の地域社会への融資に

ついて，この構想により連邦の補助金が支出されることを期待したのだが，そ

してそのことは構想の目的である融資の拡大を迅速に実現することになると理

由付けていたのだが，政権移行チームの文書は，補助対象機関に厳しい基準を

設けてこうした補助を否定していることになる 。そこには連邦政府が営利機関

に無原則な資金援助を出来ないという基本的な問題があ ったと解釈できる 。ま

た大銀行をも政府が補助する可能性への市民運動サイドの反発も配慮されたで

あろう 。しかし１００行ものＣＤＢｓを迅速に設立することができるか，また設立

したとしても緊急を要する貧困問題の解決にそれが即効性があるかなと ，銀行

界が提示した疑問にも頷ける点は多い。もう一つ関連する問題は既存の金融機

関からこの構想にお金を出させる問題であるが，これにこだわ ってＣＤＢｓ構

想とＣＲＡとを結びつけることは，ＣＲＡの緩和を主張する共和党主流派と

ＣＲＡを擁護しようとする市民運動グループに支えられた民主党の一部との争

いに巻き込まれる危険があ った。この結果，ＣＲＡへの言及を避けることが必

要になっ たのである 。しかしＣＲＡを重視する黒人民主党議員はこれに不満を

持ち，またＣＲＡの緩和を目指そうとする共和党議員もＣＲＡを姐上に乗せよ

うと戦略を練 った 。

　共和党のダマト（Ａ１ｆｏｎ．ｅ Ｄ’Ａｍａｔｏ）上院議員（Ｒ－Ｎ．Ｙ．）は，表面的には

ＣＤＢｓ構想に賛成を表明し，ＣＤＢｓに自己資本の５％以上を出資した商業銀行

は自動的にＣＲＡ上の義務を免責されることを提案した。ダマトによれば全商

業銀行がこのプログラムに参加すれば，その出資総額は１２９億ドルとなり ，地

域社会開発に振り向ける資金量は１９３０億ドルとなる（計算の根拠は示されていな

　　　　　　　　　　　　　　　　（２７６）
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いが自己資本比率を６ ．５％程度としたのではないか）。 このようなダマト議員の提案

には，（１）連邦政府のお金を使わず民問資金でこの構想は実現できるという主張

と，（２）ＣＤＢｓ構想を利用してＣＲＡを解体しようとする考え方とが湊みでてい

る（Ｂ〈岨きＢＲ，２ －８－９３
，ｐｐ ．１６０－１６４；伽〃 ，７－１９ －９３

，ｐ．８３；Ｂ伽是〃伽昭舳６〃，ＭａＬ

１９９３
，ＰＰ

．８－９）。 下院ではリーチ（Ｊｉｍ　Ｌ…ｈ）下院議員（Ｒ－Ｉ・ｗ・）が，やはり

ＣＲＡの上の義務をこの種の投資を行 った銀行には免責する法案を提出した 。

民主党の内部にもこうした共和党サイドの動きに同調する議員もおり ，ＣＤＢ ｓ

構想がＣＲＡの解体につながる恐れは存在した（ＣＱＷＲ，２－６ －９３
，ｐｐ

．２６１－ ２６２）。

このような状況からもＣＲＡへの言及を避けることは，ＣＲＡを守る立場にあ

るクリントン政権として必要になっ ていたと言えよう 。なおＣＤＢｓとＣＲＡと

を結び付けて既存の金融機関からＣＤＢｓに資金を提供させようという構想は ，

クリントンの９２年９月の演説には見られた。政府部内でも住宅都市開発省のシ

スネロス（Ｈｅｎ．ｙ　Ｃｉ．ｎ。。ｏ。）次官はこうしたアイデアに賛成を表明している

（ＢＮ＾ＢＲ，３ －８－９３
，ＰＰ

．２９７－２９８）。

　このようにクリントン政権はＣＲＡを擁護するという立場は守りながら ，銀

行界からのＣＲＡなどの規制に対する不満に対応して，１９９３年３月に規則のレ

ベルでの規制緩和（。。ｇｕ１．ｔ。。ｙ。。１ｉ．ｆ）を表明した 。議会内部では，下院銀行委

員会委員長のコンサレス（Ｈ．ｍｙ　Ｂ　Ｇ．ｎ。。１。。）（Ｄ－Ｔ．ｘ。。。）それに上院銀行委員

会委員長のリーグル（Ｄ．ｎ．１ｄ　Ｗ．Ｒｉ．ｇ１。）（Ｄ－Ｍ．ｈ．）は，もともと法律のレベル

での規制緩和には一致して反対を表明していた。彼らは，銀行の安全や健全性

が脅かされないか，銀行によっ て規制緩和が乱用されないかという懸念を相次

いで表明した 。

　３月の段階で政府から明らかにされた規制緩和措置には以下のようなものが

ある（ＣＱＷＲ，２ －２０ －９３
，Ｐ．３８９；伽〃，３－１３ －９３

，ＰＰ．５８８ －５８９，６２６－６２７；ＢＮ＾３Ｒ ，

３－１－ ９３
，ｐ．２４８；ＢＷ４ －１－ ９３

，ｐ
．１１５； 『経済月報』（三和銀行）９３年５月号，ｐ

．８）。

　１＞「人物」信用貸付（ｃｈａ．ａｃｔｅ．１ｅｎｄｍｇ）については，必要な文書上の義務を

軽減し，借入申し込み者についての規則上の要件を緩和する 。

　１＞貸付の担保として不動産を使用しやすくする 。とくに小企業向け融資につ

　　　　　　　　　　　　　　　　（２７７）
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いては不動産鑑定士による高価な価格評価を不要とする 。

　１＞規制機関の決定に対する異議申立を容易にする 。

　１＞銀行検査において規制機関の間の協調を強め，銀行の検査負担を軽減する 。

　この規制緩和措置の狙いは，小企業向け融資を初めとする少額貸付にあると

される 。少額貸付について文書上の義務を軽滅し貸付に伴う間接費用を少なく

して少額融資を促すこと ，不動産担保によることが多い少額融資を容易にし ，

また担保資産の減価による小企業向け融資の問題債権化（ｄ
。。１。。。

。。。一ｐ。。ｆ．ｍｍｇ）を避けることなとが，期待される効果であろう（。ｆ　Ｎ伽。舳Ｚ

地伽叫４ －１２ －９３
，ｐｐ

．４０－４１）。 クリントンのこうした動きは民主 ・共和の両党議

員を刺激して，様々な規制緩和法案を提出させることになる 。これらの法案に

共通するのはＣＲＡで高い格付けを受けた銀行は住民運動のプロテストから免

れるというセイフハー バー（・ａｆｅ　ｈａ・ｂｏ・）条項である（ｃｆ．ＢＭな３Ｒ，７－５－９３
，ｐｐ

１０－１２）。 セイフハ ーバー条項は住民運動の一部がＣＲＡの無力化につながると

して警戒しているものである 。

　クリントン政権が最終的なそのＣＤＢｓについての成案を難航を得るのは

１９９３年７月に入 ってからである 。その過程で１９９１年のＦＤＩＣＩＡに含まれてい

た銀行企業法（Ｂ．ｎｋ　Ｅｎｔ。。ｐ．１。。 Ａ．ｔ　ＢＥＡ）が注目されることになっ た。 この法

律は低所得の近隣地域に対して融資やサ ービスを増加させた銀行と貯蓄貸付組

合に対して連邦の預金保険料の減額を認めるというものである。この法律を使

ってＣＤＢｓの設立を促せるのではないか，またＣＤＢｓ網構想も実現できるの

ではないかというのである 。しかしなお正式に動き出していないＢＥＡに割当

てられた予算はクリントンの最初の予算案である１９９４年度予算案において前年

度同様の１００万ドルに過ぎなか った（ＢＭきＢＲ，３－１－ ９３
，ｐｐ

．２４７－２４８；〃五
，

４－１２ －９３
，ｐ．４９２；〃五，４ －１９－９３

，ｐ
．５３０）。 予算案の公表により ，あくまでＣＤＢｓに

ついて新たに法律を作るという則提でクリントン政権は進むことが明確になっ

た。 ９３年４月８日に発表された１９９４年度予算案ではクリントン政権はＣＤＢｓ

について６０００万ドル，また今後４年問では３億８２００万ドルの連邦政府の支出を

提示することになっ た。 しかしこうしたクリントン政権の対応は，ＢＥＡの立

　　　　　　　　　　　　　　　　（２７８）
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案者の１人でもある里人議員フレイク（Ｆ１・ｙｄ　Ｈ　Ｆ１・ｋ・Ｄ－Ｎ　Ｙ）の離反を招く

ことになる 。

　クリントン政権はそのＣＤＢｓ構想を２回に分けて発表し，銀行界は全く異

なっ た反応をその度に示すことになる 。ただこの２回の構想がそれほど異なっ

ていたかどうかは疑問である 。１回目は９３年５月に民主党の関係議員の問に回

付されたものである 。その内容は地域社会銀行信用基金（Ｃｏｍｍｍ１ｔｙＢａｎｋｍｇ

．ｎｄＣ。。ｄｉｔＦｕｎｄ）を創設し，この基金を通じて当該の経済困窮地域や住民に融

資や開発サービスを行うことを主たる事業目的とする地域社会開発金融機関

（ＣＤＦＩ）に ，金融上のそして技術上の援助を与えるというものである 。この段

階で銀行から金融機関と表現が変わ ったのは銀行以外の雑多な金融機関が射程

に入 ったことを示している 。預金保険を受けている開発金融機関へは資本ある

いは預金の形で年当たり各５００万ドルまで，保険を受けていない機関へは同じ

く１００万ドルまで支援を行うとした。この構想に対しＡＢＡやＩＢＡＡを始めと

して業界団体は，既存の金融機関がこのプログラムに参加する道を開いている

として，極めて好意的なコメントをそれぞれ発表したのである（ＢＮ＾服”

５’ ２４ ‘９３
，ｐｐ

．７４３－７４５；ＡＢ，５ －１９ －９弍ｐｐ ．１ ，１８；ＣＱＷＲ，５ －２２ －９３
，ｐｐ

．１２８５ －１２８６）。 また

ＣＲＡをこの問題で活用しない点に黒人有力議員マフユーム（Ｋｗ．ｉ．ｉＭｆｕｍ。 ，

Ｄ－Ｍｄ．）が不満を表明，肝心の黒人議員がこの問題でクリントンと離反する可

能性が表面化した 。

　２回目は最終案であるが９３年７月に議会，監督当局，金融機関それに住民運

動のそれぞれの代表を多数招いた席でクリントン自身が発表するという形をと

った。その内容は基金の名称が地域杜会開発金融機関基金（ＣＤＦＩ　Ｆｕｎｄ）とな

ったほか，基本的な仕組みはこれまでと同様である 。ただＣＤＦＩの基準が示

された。それは以下の二つの基準を満たさなければならない。（１）その主たる目

的が低所得や不利な状況にある人々が居住する地域に資本や信用などを供給す

るもの。（２）役員会への代表の出席（・・ｐ・…ｎｔ・ｔ１ｏｎ　ｏｎ１ｔ・ｇ…ｍｎｇ　ｂ…ｄ）なとに

よりその地域の住民への情報提供（ｉｎｐｕｔ）を奨励するもの。この基準は事実上 ，

対象を非営利機関や地域社会密着型の機関に限定することになる 。これに対し

　　　　　　　　　　　　　　　　（２７９）
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て業界団体は銀行や貯蓄貸付組合の多くが対象機関から除外されるとして驚き

と失望を表明したのである（ＢＭき服，７－１２ －９３
，ｐｐ

．４１－４３；〃４，７－１９ －９３
，ｐｐ

７９－８１ ，ＡＢ，７－１３－９３，ｐｐ１－２， 必〃 ，７－１６－９３，ｐｐ１，１８ ，ＴＷＷ，７ －１６ －９３，ｐ　Ａ２
，

ＣＱＷＲ，７－１７－９３
，ＰＰ

．１８５６ －１８５８；｛脇 ，７－３１－ ９３
，Ｐ

．２０２９）。

　この最終案を当初の案と比べて見ると ，ＣＤＢｓを新設するというところから ，

既存のＣＤＦＩへの資金援助へと重点が移 っている 。ＣＤＢｓ新設に対する銀行界

の反発，既存のとくに非営利のＣＤＦＩに資金援助をする方が貧困地域対策と

して有効であるとの判断などが，この変化には見え隠れする 。ただ預金を扱わ

ない金融機関も援助対象となり ，対象機関が銀行からかなり拡大した反面，銀

行サービスの問題から融資の問題に議論対象が狭くなっ た面もある 。援助対象

機関の基準については当初からかなり厳しい基準が伝えられていたから ，業界

団体の希望にも関わらず基準がゆるまなかったと解釈すべきであろう 。またこ

の最終案の発表と同時にＣＲＡの執行過程の見直しも宣言された。書類作成の

負担に代わる客観的な実績による評価基準を開発するなどというのだが，具体

的な内容には乏しい宣言であ った。ただ改善は９４年１月１日までに行うことが

明言された。要するにクリントンはＣＲＡの本体をいじることはあくまで避け

つつＣＤＦＩについての法律の制定を期したのである 。

　当初の構想との関係で最終案の要点を最後に一瞥しよう 。（１）多数のＣＤＢｓ

を新設するという構想は既存のＣＤＦＩに資金などを援助するという構想に事

実上置き換えられた。銀行界が懸念していた，既存の銀行と形式的に競合する

機関が連邦政府の支援を受けて多数新設される事態は回避できた。（２）しかし銀

行界が期待したＣＤＢｓに類似する銀行の活動への政府の補助金は，期待でき

ないことになっ た。 銀行界としては，この面でのこれまでの活動とその可能性

が十分評価されていないとの不満が残 った 。（３）ＣＤＢｓと当初は組み合わせて

提起されていたＣＲＡの緩和問題は，ＣＤＢｓとは切り離して別個の問題として

提起されることになっ た。 しかも ，その内容は具体性の乏しいものにとどまっ

た。 全体としてＣＤＢｓ構想は目玉といえたＣＤＢｓ新設のところが後退したこ

とによっ て新味に乏しい政策となるとともに，補助金やＣＲＡの緩和といっ た

　　　　　　　　　　　　　　　　（２８０）
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問題では，銀行界の期待を裏切る内容となっ た。 この最終案提示後，フレイク

議員ほか一部の民主党議員は共和党と組んで有力な対案を提出した。その内容

は，（１）ＢＥＡやＣＲＡをＣＤＢｓ支援に活用する ，（２）地域社会開発を主たる事業

目的としない金融機関にも政府資金援助の道を開く ，（３）セイフハー バー 条項を

含み，ＣＲＡを実績重視型に改編するなと多くの占で政権案とは対昭的である 。

議論がいかに決着するか注目される 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（脱稿１９９３年８月３１日）
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